
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 健康保険および介護保険料率改定について 

 平成 28年 3月分(4月納付分)から健康保険料率が以下

のように改定となります。なお、介護保険料率は据え置き

となります。 

 

健康保険(大阪府) 

10.04％ → 10.07％（0.03％引き上げ） 

  (例)標準報酬月額 28 万円の場合 

     14,056 円 → 14,098 円 

介護保険 

1.58％ → 1.58％（据え置き） 

 

 当事務所より 3 月下旬～4 月上旬頃に、各事業所様に

料率変更をお知らせする社会保険一覧表を送付させてい

ただきます。 

 
2. 標準報酬月額及び累計標準賞与額の上限変更に

ついて 
 健康保険では、現在の標準報酬月額の最高等級は 47
級月額 121 万円ですが、平成 28 年 4 月より 50 級 139
万円まで引き上げられます。同時に累計標準賞与額の

上限も、年間 540 万円から年間 573 万円に引き上げら

れます。 
新たな標準報酬月額の報酬月額および健康保険料

は以下のとおりです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※保険料は平成 28 年 4 月改定後の料率を使用して

います。 
 

3. マイナンバーの取り扱いについて 
 所得税法等の支払調書の提出に、当事務所代表のマ

イナンバーを記載していただく必要があります。特定

個人情報ですので、取り扱いには十分注意していただ

きますようお願いいたします。 
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